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　奥出雲町消防団に町から消防ポンプ自動車が配備され、２月27日、交付式が役場仁多庁舎前で
行われました。
　式では、井上町長から安部正教団長に目録が贈られ、安部団長から「予防消防をはじめとする
消防団活動を活発に行い、消防団の責務を果たし
たい」とお礼のあいさつがありました。
　交付されたポンプ車は、騒音・排気ガス規制に
対応する、環境に配慮した高規格・高性能の機能
を備え、災害時はもとより操法大会にも実力が発
揮されると期待されています。
　この車輌は鳥上分団第二部に配備され、鳥上コ
ミュニティーセンター前で放水披露を行いました。
　町では今後も消防設備の充実を図っていきます。

◆出産祝金支給事業◆～赤ちゃん誕生をお祝いして、祝い金として商品券を贈呈します

　　対　　象：平成２３年４月２日以降に生まれた子ども
　　要　　件：保護者・子どもが、ともに町内に住所を有すること
　　支 給 額：期限付商品券１０万円分（町内どこのお店でも使用できます）
　　申 請 先：役場町民課（出生届を提出する際に申請できます）

◆保育料軽減事業◆～子育て家庭の経済的負担軽減のため、保育料軽減事業を拡充しました

　　対　　象：町内の保育所(幼児園)･幼稚園に、入所･入園している第２子
　　軽減措置：保育料を２分の１に軽減
　　　　　　　※第３子以降の保育料を無料とする軽減措置も引き続き行います。

◆乳幼児医療費無償化事業◆～乳幼児の医療費を無償化します

　　対　　象：乳幼児の医療費（平成２３年４月１日診療分以降）
　　内　　容：医療費の自己負担分を無償化（保険診療分に限ります）
　　要　　件：支給対象の子どもが町内に住所を有し、健康保険に加入していること
　　手続き等：次のいずれかの手続きが必要です。
　　　　　　　・病院窓口で「乳幼児等医療費受給資格証」と健康保険証を提示する
　　　　　　　　→町内及び町外の一部の医療機関での窓口での支払いが不要になります。
　　　　　　　・払い戻しの手続きを行う
　　　　　　　　→窓口で支払いをした場合は、払い戻しの手続きを役場健康福祉課で行ってく
　　　　　　　　　ださい。（領収証、印鑑、保護者名義の通帳が必要です）
　　※２２歳以下を３人以上扶養する多子世帯の小中学生を対象にした医療費無償化事業も引き
　　　続き行います。

各事業の詳しい内容・要件については、各担当課までお問い合わせください。
　「出産祝金支給事業」「保育料軽減事業」について
　　　　生涯学習課子育て支援室　　有線：２０－４２６６／電話：５２－２６８０
　「乳幼児医療費無償化事業」について
　　　　健康福祉課保健衛生係　　　有線：３１－５１２７／電話：５４－２７８１

○●よりよい環境づくりのために4月から制度を拡充します●○

「盛り上げよう島根！あなたが投じる一票で。「盛り上げよう島根！あなたが投じる一票で。」
（選挙啓発標語）

お問い合わせ先お問い合わせ先

平成３年４月11日までに生まれた人で、平成22年12月31日までに住民基本台帳に登録されて
いる人。ただし、最近住所を変更した人は下表のとおりです。

期日前投票は、下記のいずれの場所でも行うことができます。
投票日当日、投票に行けない人は、期日前投票をしましょう。
（投票の際には、入場券をご持参ください）
なお、県議会議員選挙は４月１日告示のため、期日前投票は４月２日から可能となります。

　期　間　　知事選挙　3月25日（金）～ 4月9日（土）
　　　　　　県議選挙　4月 2 日（土）～ 4月9日（土）

　時　間　　午前8時30分～午後8時

　場　所　　役場仁多庁舎分室　選挙管理委員会
　　　　　　役場横田庁舎１階　町民ギャラリー

ハガキにより、世帯単位で郵送します。（３月２４日にお手元に届く予定です）
投票所へは、切り離してご持参ください。
入場券を紛失したり、入場券が届かない場合は、選挙管理委員会までお問い合わせください。

奥出雲町選挙管理委員会事務局　有線：３１－５３４０　電話：５４－２５４３

証明書または住民票を奥出雲町の投票所で提示して投票できます。（期
日前・不在者投票でも必要です。）奥出雲町で投票できる人には、入
場券を送付します。
県内転出をした後、さらに他の市町村に転出した場合は投票できません。
投票できません。
平成22年12月31日までに転入届を出した人は投票できます。
それ以降に転入届を出した人は、転入前住所地の選挙管理委員会にお
問い合わせください。
平成22年12月31日までに転入届を出した人は投票できます。それ以降
に転入届を出した人は、投票できません。
3月19日以降に転居届を出した人は、前住所の投票所での投票となり
ます。

1 県内へ転出した

2 県外へ転出した

3 県内から転入した

4 県外から転入した

5 町内転居した

投票所入場券投票所入場券

投票所によっては、投票終了時刻が変更となっています。
詳しくは、お手元の投票所入場券でご確認ください。

4月1010日の投票時間日の投票時間

期日前投票期日前投票

投票できる人投票できる人


